議題２（委員会決裁事項（規則第３条第１号））

令和８年度「府立学校に対する指示事項」及び「市町村教育委員会に
対する指導・助言事項」について
　標記について、別紙のとおり決定する。
　　令和７年12月22日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪府教育委員会　　　　　　
＜参考＞

〔趣旨〕

　１　府立学校の校長及び准校長が令和８年度学校経営計画を作成するに当たり、府立学校の運営の指針となるべき事項として、令和８年度に取り組むことを定め、周知徹底を図るもの。

　２　市町村教育委員会に対する指導・助言の基本方針として、令和８年度に取り組むことを定め、周知徹底を図るもの。

〔根拠規程〕

大阪府教育委員会事務決裁規則

（委員会決裁事項)

第三条　委員会が会議の議決により決裁する事項は、次のとおりとする。

一　教育に関する基本計画の策定に関すること並びに重要な条例案の立案その他の委員会の事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

大阪府立学校条例

（学校運営に関する指針）

第五条　大阪府教育委員会は、基本計画(大阪府教育行政基本条例第三条に規
定する基本計画をいう。)を踏まえ、府立学校に共通してその運営の指針と
なるべき事項を定め、府立学校に対し、これに基づいて学校の運営を行う
よう指示するものとする。 

大阪府教育行政基本条例

（市町村教育委員会に対する指導等)

第八条

２　委員会は、基本計画を踏まえ、市町村に共通する教育の基本方針を定め、　　市町村教育委員会に対し、指導、助言又は援助を行うものとする。

